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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に光を照射し、前記被検体内で発生する音響波を受信し、当該音響波に基づいて
、前記被検体内部の情報を取得する被検体情報取得装置であって、
　前記被検体に照射される光であって、前記被検体から音響波を発生させるための第一の
照射光を発生させる第一の光源と、
　前記被検体に照射される第二の照射光を発生させる第二の光源と、
　前記第一の光源と接続され、前記第一の照射光を被検体に導く第一の照明光学系と、
　前記第二の光源と接続され、前記第二の照射光を被検体に導く第二の照明光学系と、
　光センサを含み、被検体に照射された前記第二の照射光の、前記被検体による反射光の
強度信号を取得する光センサ手段と、
　前記光センサ手段が取得した反射光の強度信号に基づいて、前記第一の照射光の照射可
否を決定する制御装置と、を有し、
　前記第二の照明光学系は、前記第一の照明光学系が使用する光学部材の少なくとも一部
を共有する
　ことを特徴とする、被検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記光センサ手段が取得した反射光の強度信号が、所定の範囲を示す
ものである場合に、前記第一の照射光の照射を可能にする
　ことを特徴とする、請求項１に記載の被検体情報取得装置。
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【請求項３】
　前記所定の範囲の上限値は、前記第一の照射光の前記被検体表面での反射光が安全上許
容できない強度であることを示す値である
　ことを特徴とする、請求項２に記載の被検体情報取得装置。
【請求項４】
　前記第一の照射光の出射口と、前記第二の照射光の出射口が同一である
　ことを特徴とする、請求項１から３のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項５】
　前記第二の光源は、前記第二の照射光を所定の変調パターンによって変調する変調手段
をさらに含み、
　前記光センサ手段は、前記光センサが検出した光の強度信号から、前記変調パターンと
一致する信号を取得することで、前記第二の照射光の、前記被検体による反射光の強度信
号を取得する
　ことを特徴とする、請求項１から４のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置。
【請求項６】
　被検体に光を照射し、前記被検体内で発生する音響波を受信し、当該音響波に基づいて
、前記被検体内部の情報を取得する被検体情報取得装置の制御方法であって、
　前記被検体に照射される光であって、前記被検体から音響波を発生させるための第一の
照射光を発生させ、前記第一の照射光を、照明光学系を経由して前記被検体に照射するス
テップと、
　前記被検体に照射する第二の照射光を発生させ、前記第二の照射光を、前記第一の照射
光が経由する前記照明光学系の少なくとも一部を経由して前記被検体に照射するステップ
と、
　光センサによって、前記被検体に照射された前記第二の照射光の、前記被検体による反
射光の強度信号を取得し、前記取得した強度信号に基づいて、前記第一の照射光の照射可
否を決定するステップと、
　を含むことを特徴とする、被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項７】
　前記第一の照射光の照射制御を行うステップにおいて、前記反射光の強度信号が、所定
の範囲を示すものである場合に、前記第一の照射光の照射を可能にする
　ことを特徴とする、請求項６に記載の被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項８】
　前記所定の範囲の上限値は、前記第一の照射光の前記被検体表面での反射光が安全上許
容できない強度であることを示す値である
　ことを特徴とする、請求項７に記載の被検体情報取得装置の制御方法。
【請求項９】
　前記第二の照射光を照射するステップにおいて、前記第二の照射光を、前記第一の照射
光と同一の出射口から前記被検体に照射する
　ことを特徴とする、請求項６から８のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置の制御
方法。
【請求項１０】
　前記第二の照射光を照射するステップにおいて、前記第二の照射光を所定の変調パター
ンによって変調し、
　前記第一の照射光の照射制御を行うステップにおいて、前記光センサが検出した光の強
度信号から、前記変調パターンと一致する信号を抽出することで、前記第二の照射光の、
前記被検体による反射光の強度信号を取得する
　ことを特徴とする、請求項６から９のいずれか１項に記載の被検体情報取得装置の制御
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、被検体の表面および内部の成分または形状を観測するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体にレーザ光を照射することで、生体内部でレーザ照射に起因する超音波（光音響波
）を発生させ、当該光音響波を解析することで、生体表面および内部の構造または状況を
解析する技術が考案されている。これは、光音響波計測とも呼ばれ、非侵襲で検査が行え
るため、人体内部の検査のために医療転用する動きもみられている。また、乳がんの検査
、診断を目的としたＸ線マンモグラフィが知られているが、非特許文献１に示すように、
乳がん検診を目的とした手動走査型の光音響測定装置も開発されている。
【０００３】
　レーザ光に代表される計測光は、被検体の内部で伝播および拡散する際に減衰するため
、被検体の生体深部へ計測光を到達させるためには、被検体表面に十分な光量を照射する
必要がある。また、計測光は一般的に高エネルギーであるため、手動走査型の光音響測定
装置においては、被検体以外に対する計測光の照射を防止しなければならない。
　例えば、特許文献１には、一般のレーザ治療器において、皮膚と器具との接触を検知し
てレーザ光の照射を行う技術が開示されている。特許文献１に記載の技術を光音響測定装
置に応用することで、被検体以外に対する計測光の照射を防ぐことができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】S.A.Ermilov et al., Development of laser optoacoustic and ultras
onic imaging system for breast cancer utilizing handheld array probes, Photons P
lus Ultrasound: Imaging and Sensing 2009, Proc.of SPIE vol.7177, 2009.
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－２５３２２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述したように、被検体以外に対する計測光の照射を防ぐためには、接触センサなど、
プローブが被検体に接触していることを検知する手段を用いることが考えられる。しかし
、接触を検知して照射光の照射制御を行うようにすると、プローブと被検体とを完全に密
着させなければならなくなるため、表面に凹凸がある被検体に対して測定が行えなくなっ
てしまう。プローブと被検体とが完全に密着していなくても、間から漏れる照射光が人体
にとって安全なレベルであれば、測定を可能にすることが望ましい。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑み、プローブと被検体との間から漏れる照射光が、安全なレベ
ルであるかを判定したうえで照射光の照射制御を行うことができる被検体情報取得装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る被検体情報取得装置は、
　被検体に光を照射し、前記被検体内で発生する音響波を受信し、当該音響波に基づいて
、前記被検体内部の情報を取得する被検体情報取得装置であって、前記被検体に照射され
る光であって、前記被検体から音響波を発生させるための第一の照射光を発生させる第一
の光源と、前記被検体に照射される第二の照射光を発生させる第二の光源と、前記第一の
光源と接続され、前記第一の照射光を被検体に導く第一の照明光学系と、前記第二の光源
と接続され、前記第二の照射光を被検体に導く第二の照明光学系と、光センサを含み、被
検体に照射された前記第二の照射光の、前記被検体による反射光の強度信号を取得する光
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センサ手段と、前記光センサ手段が取得した反射光の強度信号に基づいて、前記第一の照
射光の照射可否を決定する制御装置と、を有し、前記第二の照明光学系は、前記第一の照
明光学系が使用する光学部材の少なくとも一部を共有することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る被検体情報取得装置の制御方法は、
　被検体に光を照射し、前記被検体内で発生する音響波を受信し、当該音響波に基づいて
、前記被検体内部の情報を取得する被検体情報取得装置の制御方法であって、前記被検体
に照射される光であって、前記被検体から音響波を発生させるための第一の照射光を発生
させ、前記第一の照射光を、照明光学系を経由して前記被検体に照射するステップと、前
記被検体に照射する第二の照射光を発生させ、前記第二の照射光を、前記第一の照射光が
経由する前記照明光学系の少なくとも一部を経由して前記被検体に照射するステップと、
光センサによって、前記被検体に照射された前記第二の照射光の、前記被検体による反射
光の強度信号を取得し、前記取得した強度信号に基づいて、前記第一の照射光の照射可否
を決定するステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、プローブと被検体との間から漏れる照射光が、安全なレベルであるか
を判定したうえで照射光の照射制御を行うことができる被検体情報取得装置を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第一の実施形態に係る光音響測定装置の構成を模式的に示したブロック図。
【図２】レーザ光と評価光の光軸を合流させる方法を説明する図。
【図３】第一の実施形態に係る光音響測定装置の処理フローチャート。
【図４】プローブの被検体への接触パターンを説明するための図。
【図５】被検体との距離と、反射光の強度との関係を示す図。
【図６】レーザ光およびＬＥＤ光の発光タイミングチャート。
【図７】第二の実施形態に係る光音響測定装置の構成を模式的に示したブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、同一の構成要素
には原則として同一の参照番号を付して、説明を省略する。
【００１３】
（第一の実施形態）
 <システム構成>
　まず、図１を参照しながら、第一の実施形態に係る光音響測定装置の構成を説明する。
本発明の第一の実施形態に係る光音響測定装置は、悪性腫瘍や血管疾患などの診断や化学
治療の経過観察などを目的として、被検体である生体の情報を画像化する光音響イメージ
ング装置である。生体の情報とは、光照射によって生じた音響波の発生源分布であり、生
体内の初期音圧分布、あるいはそこから導かれる光エネルギー吸収密度分布である。
【００１４】
　本発明の第一の実施形態に係る光音響測定装置は、レーザ光源１、バンドルファイバ２
、光音響プローブ７、制御装置９、ＬＥＤ光源１０、処理装置１３、モニタ１４から構成
される。以下、第一の実施形態に係る光音響測定装置を構成する各手段を説明しながら、
被検体を計測する方法について概要を説明する。
【００１５】
 <<レーザ光源１>>
　レーザ光源１は、被検体である生体に照射する近赤外線を発生させる手段である。
　レーザ光源１からは、生体を構成する成分のうち特定の成分に吸収される特定の波長の
光を発生させることが好ましい。具体的には、数ナノから数百ナノ秒オーダーのパルス光
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を発生可能なパルス光源が好ましい。光源としてはレーザが好ましいが、レーザのかわり
に発光ダイオードなどを用いることも可能である。レーザを用いる場合、固体レーザ、ガ
スレーザ、色素レーザ、半導体レーザなど様々なレーザを使用することができる。
　レーザ光源１が本発明における第一の光源であり、レーザ光源１によって発せられたレ
ーザ光が本発明における第一の照射光である。
　なお、本実施形態では単一の光源を用いているが、複数の光源を用いても良い。複数の
光源を用いる場合は、生体に照射する光の照射強度を上げるため、同じ波長を発振する光
源を複数用いても良いし、光学特性値分布の波長による違いを測定するために、発振波長
の異なる光源を複数個用いても良い。なお、光源として、発振する波長の変換可能な色素
やＯＰＯ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｐａｒａｍｅｔｒｉｃ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒｓ）を用いれ
ば、光学特性値分布の波長による違いを測定することも可能になる。
【００１６】
　また、使用する波長は、生体内において吸収が少ない７００ｎｍから１１００ｎｍの領
域であることが好ましい。ただし、比較的生体表面付近の生体組織の光学特性値分布を求
める場合は、上記の波長領域よりも範囲の広い、例えば４００ｎｍから１６００ｎｍの波
長領域を使用することも可能である。前記範囲内の光のうち、測定対象とする成分により
特定の波長を選択するとよい。
　また、レーザ光源は通常、照射周波数が決まっている。これは、所望の強度のパルス光
を継続的に照射するために、設計値として定められる。照射周波数は、単位時間に行える
光音響測定の回数に影響するため、高いほど好ましい。本実施形態においては、レーザ光
源の照射周波数は１０Ｈｚとする。
　レーザ光源１によって発せられた光（以下、レーザ光）は、接続されたバンドルファイ
バ２によって光音響プローブ７へ導かれる。
【００１７】
 <<バンドルファイバ２>>
　バンドルファイバ２は、光源で発生したレーザ光を光音響プローブ７まで導くための光
ファイバの集合体である。本実施形態においては、レーザ光の伝達にバンドルファイバを
使用しているが、レーザ光の伝達は、遮光筒と反射ミラーの組み合わせによって行っても
よい。光源によって発せられたレーザ光を光音響プローブまで導くことができれば、どの
ようなものが使用されてもよい。本実施形態では、照明光学系が二系統あるため、入射さ
れたレーザ光も、バンドルファイバによって二系統に振り分けられる。
【００１８】
　次に、光音響プローブ７の構成について説明する。光音響プローブ７は、ハウジング６
と、ハウジング６の中に収納された照明光学系３ａおよび３ｂ、超音波探触子４、出射端
５ａおよび５ｂ、光センサ８ａおよび８ｂから構成される。
　なお、実施形態の説明において、照明光学系３とは照明光学系３ａおよび３ｂ、出射端
５とは出射端５ａおよび５ｂ、光センサ８とは光センサ８ａおよび８ｂの総称である。
【００１９】
 <<照明光学系３>>
　照明光学系３ａおよび３ｂは、入射されたレーザ光のビーム成形を行う手段である。具
体的には、所望のビーム形状、光強度分布を得られるように、レンズや拡散板などで構成
された光学部材である。本実施形態においては、照明範囲を広げる拡大光学系と、急激な
レーザ強度分布を防止するための拡散板とで構成されている。
　本実施形態においては、光音響プローブ７の内部に照明光学系が配置されているが、バ
ンドルファイバ２よりも光源側に照明光学系が配置される構成であっても良いし、複数箇
所に照明光学系を配置し、ビーム成形工程を複数箇所に分けて行う構成であっても良い。
　成形されたレーザ光は、ハウジング６に設けられた開口部（本発明における出射口）で
ある出射端５ａおよび５ｂから出射され、被検体へ照射される。
【００２０】
　照射されたレーザ光が被検体内で拡散し、被検体の内部を伝搬した光のエネルギーの一



(6) JP 6000778 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

部が血管などの光吸収体に吸収されると、熱膨張により当該光吸収体から音響波が発生す
る。すなわち、レーザ光を吸収することにより、光吸収体の温度が上昇し、その結果体積
膨張が起こり、音響波が発生する。この現象は一般に、光音響効果と呼ばれる。音響波と
は、典型的には超音波であり、音波、超音波、光音響波、光超音波などと呼ばれる音響波
を含む。
【００２１】
 <<超音波探触子４>>
　音響波探触子４は、被検体である生体内部で発生または反射した音響波を検出し、アナ
ログの電気信号に変換する手段である。生体から発生する音響波は、１００ＫＨｚから１
００ＭＨｚの超音波であるため、超音波探触子４には上記の周波数帯を受信できる超音波
検出器を用いる。具体的には、圧電現象を用いたトランスデューサ、光の共振を用いたト
ランスデューサ、容量の変化を用いたトランスデューサなどである。音響波信号を検知で
きるものであれば、どのような検出器を用いてもよい。
【００２２】
　超音波探触子４によって変換された電気信号は、処理装置５にて画像データに変換され
る。このように光音響波を取得し、解析することで、被検体情報を可視化することができ
る。可視化の対象となる被検体情報とは、被検体内部の光音響波の発生源分布や、被検体
内の初期音圧分布、あるいは初期音圧分布から導かれる光エネルギー吸収密度分布や、光
吸収係数分布、組織を構成する物質の濃度分布である。物質の濃度分布とは、例えば酸素
飽和度分布や酸化・還元ヘモグロビン濃度分布などである。生成された画像データは、モ
ニタ１４に表示され、利用者に提示される。
【００２３】
 <<ＬＥＤ光源１０>>
　本実施形態に係る光音響測定装置は、上記構成に加えてさらにＬＥＤ光源１０を有する
。ＬＥＤ光源１０は、レーザ光を模した評価用の光（以下、評価光）を発する光源であり
、本実施形態では、当該評価光を用いて、レーザ光が光音響プローブ（以下、単にプロー
ブと称する）の外へどの程度漏れるかを判定する。ＬＥＤ光源１０が本発明における第二
の光源であり、ＬＥＤ光源１０によって発せられた評価光が本発明における第二の照射光
である。
　評価光は、レーザ光の照射に先立って照射されるため、ＬＥＤ光源１０は人体に対して
安全なエネルギーレベルの光を発する光源であることが望ましい。また、安全上許容され
るのであれば、評価用光源はＬＥＤに限らず、固体レーザ、液体レーザ、ガスレーザなど
、別の発光方式を利用しても良い。
【００２４】
　評価光は、レーザ光と同様に、バンドルファイバ２で導光されるように配置されている
。本実施形態では、レーザ光と評価光は、同じバンドルファイバを共有するため、ＬＥＤ
光源１０と、レーザ光源１からのバンドルファイバ２への光軸の入射角は、共にバンドル
ファイバ２の臨界角以内となっている。
　なお、レーザ光と評価光の波長が大きく異なると、照明光学系で発生する収差などが影
響するため、ＬＥＤ光源１０が発する評価光の波長は、レーザ光源１が発するレーザ光の
波長にできるだけ近いものとすることが好ましい。
　また、レーザ光と評価光の光軸を合流させる方法に関しては、図２（ａ）に示すように
、反射ミラーを用いても良いし、図２（ｂ）に示すようにバンドルファイバ２の入り口を
二股にしたものを用いて、バンドルファイバ内で光軸を合流させてもよい。
　図２（ａ）に使用する反射ミラー１００には、偏光ビームスプリッタや、コールドミラ
ーを利用することができる。偏光ビームスプリッタを利用する場合は、レーザ光にはスプ
リッタを透過する偏光をかけ、評価光には反射する偏光をかけることで光軸を合流させる
ことができる。また、本実施形態では、レーザ光は赤外線であるので、評価光の波長を可
視光線領域に設定することで、コールドミラーやホットミラーを利用した光軸の合流も可
能である。
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【００２５】
　評価光は、レーザ光と同様に、バンドルファイバによって二系統に振り分けられ、照明
光学系３ａおよび３ｂに入射される。そして、レーザ光と同様のビーム形成を経て、出射
端５ａおよび５ｂから出射され、被検体に照射される。
【００２６】
　本実施形態では、評価光を用いてレーザ光の照射を再現するため、評価用光源による評
価光が、被検体表面近傍においてレーザ光と相似な光量分布を生じさせることが重要であ
る。そのため、レーザ光と評価光は同一の照明光学系を共有する。すなわち、照明光学系
３が、本発明における第一の照明光学系および第二の照明光学系となる。
　本実施形態において、ＬＥＤ光源１０はバンドルファイバ２よりもレーザ光源１側、つ
まり本体側に配置しているが、ＬＥＤ光源１０はプローブ内に配置しても良い。その場合
は、評価光がファイバを介さずに、反射ミラーにより直接照明光学系３に入射する。また
、図２（ｂ）に示すようなバンドルファイバの分岐点とＬＥＤ光源１０をプローブ内に配
置し、バンドルファイバ２の途中部分から光軸を合流させる方式であっても良い。
【００２７】
 <<光センサ８>>
　光センサ８ａおよび８ｂは、評価光を検出するために、出射端５ａおよび５ｂ付近にそ
れぞれ配置されたセンサである。光センサ８ａおよび８ｂは、被検体内部で拡散、透過し
た評価光、および被検体の表面で反射した評価光の強度信号を取得可能なように、位置お
よび対象の波長がチューニングされており、出射端５ａおよび５ｂ付近に複数個ずつ配置
されている。
【００２８】
 <<制御装置９>>
　制御装置９は、光センサ８ａおよび８ｂが取得した反射光の強度信号に基づいて、レー
ザ光の照射可否を決定する手段である。具体的な処理内容については後述する。
【００２９】
　<レーザ光の照射処理>
　以下、図３に示すフローチャートを参照しながら、本実施形態に係る光音響測定装置が
行うレーザ光照射処理について説明する。ステップＳ１～Ｓ５の処理は、評価光を照射す
ることによってプローブと被検体との間で発生するレーザ光の漏れを予測し、レーザ光の
照射可否を判断する処理である。レーザ光源１は周期的に発光するため、図３に示した処
理も周期的に実行される。具体的には、前回のレーザ光の発光が終了してから、次の発光
が行われるまでの間に繰り返し実行される。
【００３０】
　まず、ステップＳ１で、制御装置９が、ＬＥＤ光源１０を制御して評価光を被検体に照
射する。
　そして、ステップＳ２で、制御装置９が、光センサ８ａおよび８ｂが取得した反射光の
強度信号から、反射光の光強度値を取得する。得られる光強度値は、照明領域（被検体上
で評価光が照射される領域）で反射した評価光の反射光量である。
　次に、ステップＳ３で、制御装置９が、当該光強度値に基づいてレーザ光照射の可否を
判断する。なお、本実施形態では照明光学系が二系統あるため、レーザ光照射の可否判断
も二系統それぞれについて行われる。
【００３１】
　ステップＳ３で行う判断処理、すなわち反射した評価光の光強度値に基づいてレーザ照
射の可否を判定する処理について、その考え方と、実装の一例を示す。
　光センサ８ａおよび８ｂが受光する光は、ＬＥＤ光源１０から発せられた評価光が、照
明領域で反射した光である。ここで、プローブと被検体との接触パターンについて、図４
に示す３パターンを例示する。
【００３２】
　図４（ａ）は、プローブが完全に被検体から離れているパターンを表している。この場
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合、照射された評価光は反射によって返ってくることがない、もしくは遠くで反射され、
拡散した光しか返ってこない。すなわち、光センサ８ａおよび８ｂで検出される光の強度
は、極めて微弱な値となる。
　次に、図４（ｂ）は、プローブと被検体が充分に密着しているパターンを表している。
この場合は、照射された評価光は、被検体の内部で拡散および反射するため、光センサ８
ａおよび８ｂで検出される光の強度は、評価光の照射強度に対して弱い値となる。ただし
、図４（ａ）に示したパターンの場合の強度に比べると、充分に大きな値となる。
　最後に、図４（ｃ）は、プローブの一部が被検体から浮いているパターンを表している
。この場合は、一部、被検体内で反射した光が検出されるが、主に検出されるのは被検体
の表面で反射した光となる。被検体の表面で反射した光の強度は、被検体内での反射光（
図４（ｂ）のパターン）に対して、充分に大きな値となる。プローブ全体が被検体から若
干浮いている場合も同様である。
【００３３】
　以上の三パターンについて、それぞれレーザ光の照射可否を判定するため、下記に示す
二つの値を所定の閾値として用いる。
　閾値１（以下、Ｐ１）：被検体内部にて反射する評価光の強度値のとりうる下限値
　閾値２（以下、Ｐ２）：安全上、許容されるレーザ光強度の上限値に基づいた値
【００３４】
　Ｐ１は、プローブを被検体に密着させた状態で評価光を照射した場合の、被検体内部に
て反射した評価光の強度値を表す値である。被検体内にて反射した光の強度は、測定部位
や被検者の年齢等によって異なるため、Ｐ１は、想定される反射光の強度の範囲のうち、
最も低い値を採用することが好ましい。
　次に、Ｐ２の設定値について、一例を説明する。
　生体に照射できる光強度の指標として、生体表面に照射可能な最大許容照射量（Maxima
l Permissible Exposure; MPE）がある。ＭＰＥの具体的な値は、国際電気標準会議（Int
ernational Electro-technical Commission、略称IEC）の60825-1「レーザ機器及びその
使用者のための安全指針」に規定されている。また、IECに準じる日本工業規
格（JIS）の JIS C 6802 「レーザ製品の安全基準」においても規定されている。
　ＭＰＥは単位面積当たりの放射量である放射照度の最大値であり、人体の部位別に指定
されている。特に網膜は他の組織に比べて影響を受けやすいため、厳しいＭＰＥ値が設定
されている。手動走査型のプローブは、レーザ光の出射方向が自由に変えられるため、閾
値Ｐ２には、人体に対するＭＰＥのうち最も厳しい値を採用することが好ましい。本実施
形態では、Ｐ２の設定値を、網膜に対するＭＰＥに基づいて設定する。
【００３５】
　なお、光センサ８ａおよび８ｂが受光するのはレーザ光ではなく評価光であるため、Ｐ
２は、評価光の照射強度を、測定に用いるレーザ光の照射強度に換算して設定する必要が
ある。
　本実施形態では、評価光とレーザ光とが照明光学系を共有している。よって、被検体近
傍での光量分布が相似するため、単純に係数をかけることで光量の換算ができる。
　評価光とレーザ光の照射エネルギーの比率が１：Ｎ、実施形態に係る照射条件下での網
膜が損傷するＭＰＥがＭ[Ｊ／ｍ２]であって、光センサの受光面積がＳ[ｍ２]であるとき
、Ｐ２の値は、数式１のようになる。
【数１】

【００３６】
　光センサ８ａおよび８ｂが検出した反射光の強度Ｐと、プローブと被検体間の距離との
関係をグラフにしたものが図５である。検出した反射光の強度がＰであった場合の、レー
ザ光の照射可否判定条件は以下のようになる。



(9) JP 6000778 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

（ケース１）Ｐ≦Ｐ１の場合
　プローブが被検体から完全に浮いていると判断し、レーザ光の照射を禁止する制御を行
う。
（ケース２）Ｐ１＜Ｐ＜Ｐ２の場合
　プローブが被検体と完全に密着している、もしくは隙間があるが、漏れ光は安全なレベ
ルであると判定し、レーザ光の照射を許可する制御を行う。
（ケース３）Ｐ≧Ｐ２の場合
　プローブと被検体は接近しているが、プローブが被検体から浮いており、強いレベルの
照射漏れが発生していると判定し、レーザ光の照射を禁止する制御を行う。
　本実施形態では、照明光学系および光センサが二系統あるため、レーザ光の照射可否判
定は、各系統それぞれについて行われる。そして、どちらかが照射禁止と判定された場合
は、制御装置９が、レーザ光源１に対して発光を停止させる制御を行う。
【００３７】
　図６は、以上に説明した制御を行った場合の、レーザ光および評価光の発光タイミング
を表す図である。レーザ光の照射が行われる前に評価光の照射が毎回行われ、制御装置９
が、レーザ光を発光しても問題ないと判断した場合に限って当該サイクルでのレーザ光の
照射が行われる。
【００３８】
　以上に述べたように、本実施形態に係る光音響測定装置では、測定用のレーザ光と、漏
れ光を検出するための評価光とが同一の照明光学系を経由することで、測定用のレーザ光
を忠実に模擬した評価光を照射することができる。これにより、照明領域におけるレーザ
光の反射具合を忠実に再現することができ、正確にレーザ光の漏れを推定することができ
るため、装置の安全性を飛躍的に高めることができる。また、評価光は安全なエネルギー
レベルの光であるため、取扱いに留意する必要がないという利点がある。
【００３９】
　手動走査型の光音響計測装置においては、測定効率を追求することで、超音波探触子の
サイズや照射光学系の開口サイズが大きくなり、プローブが大型化しがちである。一方で
、人体の脇の下のように、測定部位によってはプローブを体に完全に密着させることが困
難な部位も存在する。もし、接触センサなどを用いて照射可否を判定した場合は、このよ
うな場合に対応することができないが、本実施形態に係る光音響測定装置では、プローブ
外へのレーザ光の漏れが充分に弱い場合であれば、測定を実施することができる。
　このように、本実施形態に係る光音響測定装置は、プローブが被検体に密着しているか
否かではなく、漏れ光が安全なレベルであるか否かによってレーザ光の照射制御を行うた
め、安全性と測定効率の向上とを両立させることができる。
【００４０】
　なお、第一の実施形態で説明した被検体とは、乳房などの生体であるが、本発明は、生
体以外の様々なものを測定対象とする被検体情報取得装置に適用することもできる。また
、第一の実施形態では、照明光学系および光センサを二系統使用したが、照明光学系およ
び光センサは任意の個数を用いることができる。
　また、第一の実施形態では、レーザ光および評価光は、互いに同じ照明光学系を経由し
て被検体に照射されるが、共有する照明光学系は一部のみであってもよい。例えば、光学
部材内部でレーザ光および評価光の経路を合流させ、レーザの強度分布を均一化するため
の拡散板のみを共有するようにしてもよい。また、レーザ光および評価光は、同一の照明
光学系によって光束を形成した後、異なる出射端から出射されてもよい。レーザ光の照射
範囲や光量分布を評価光によって擬似的に再現することができれば、照明光学系はどのよ
うに共有されてもよい。
【００４１】
（第二の実施形態）
　第一の実施形態では、光センサによって評価光の反射を検出している。しかし、反射光
と同時に周囲の環境光が光センサに入射するため、評価光の波長によっては正確な反射光
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価光に対して変復調を行う実施形態である。第二の実施形態に係る光音響測定装置の構成
図を図７に示す。なお、第一の実施形態と同様の手段については、同じ符号を付して説明
を省略する。
【００４２】
　第二の実施形態に係る光音響測定装置は、変調器１１および復調器１２をさらに有して
いるという点において、第一の実施形態と相違する。
【００４３】
　変調器１１は、ＬＥＤ光源が発する評価光に対して変調をかける手段である。変調のパ
ターンは、任意のものを使用することができる。また、復調器１２は同期復調器であり、
入力された信号を、変調器１１と同じ変調パターンによって復調する手段である。すなわ
ち、ＬＥＤ光源１０および変調器１１が本発明における第二の光源を構成し、光センサ８
および復調器１２が本発明における光センサ手段を構成する。
　第二の実施形態では、ステップＳ３で制御装置９が光強度値の判定を行う際、復調器１
２によって復調された信号を対象として判定を行う。すなわち、環境光などの、変調器１
１によって変調されていない光の信号は、変調パターンが一致しないため、判定の対象と
ならない。よって、光センサ８に周囲の環境光が入射していた場合であっても、ＬＥＤ光
源１０から照射された評価光に対応する信号のみを抽出し、判定を行うことができる。
【００４４】
　第二の実施形態では、このように評価光に対して変調をかけ、同一パターンによって復
調した光の強度信号のみを用いて判定を行う。これにより、評価用光源の波長を、測定用
のレーザ光や、環境光と同じ領域の波長とすることが可能となり、選択の自由度が広がる
という利点を得ることができる。
【００４５】
　なお、各実施形態の説明は本発明を説明する上での例示であり、本発明は、発明の趣旨
を逸脱しない範囲で適宜変更または組み合わせて実施することができる。本発明は、上記
処理の少なくとも一部を含む被検体情報取得装置の制御方法として実施することもできる
し、これらの方法を被検体情報取得装置に実行させるプログラムとして実施することもで
きる。上記処理や手段は、技術的な矛盾が生じない限りにおいて、自由に組み合わせて実
施することができる。
【符号の説明】
【００４６】
　１・・・レーザ光源、１０・・・ＬＥＤ光源、３・・・照明光学系、８・・・光センサ
、９・・・制御装置
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